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4
月
に
新
規
採
用
さ
れ
ま
し
た
皆
さ

ん
、
こ
の
間
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
蔓
延
に
よ
っ
て
、
い
つ
も
と

違
う
景
色
の
中
で
入
職
さ
れ
た
と
思
い

ま
す
。
例
年
で
す
と
こ
の
季
節
、
桜
を

は
じ
め
一
斉
に
草
木
が
芽
吹
き
、
彩
り

の
花
で
ま
ち
が
埋
め
尽
く
さ
れ
、
職
場

で
は
皆
さ
ん
を
歓
迎
す

る
温
か
い
雰
囲
気
が
充

満
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
皆
さ
ん
が
悪
い
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

原
因
を
手
繰
れ
ば
色
々

と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
ま
ず
は
こ
の
現

実
を
受
け
止
め
、
前
向
き
に
仕
事
に
取

り
組
む
こ
と
が
必
要
か
と
思
い
ま
す
。

私
た
ち
が
行
う
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
は

休
み
が
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
仲
間

は
、
一
年
3
6
5
日
、
一
日
24
時
間
、

そ
れ
こ
そ
、
市
民
の
健
康
と
暮
ら
し
、

子
供
た
ち
の
笑
顔
と
育
み
、
高
齢
者
の

生
き
が
い
と
命
を
守
る
等
の
サ
ー
ビ
ス

を
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
で
続
け
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
皆
さ
ん
が
市
民
の
た
め
に
身

を
削
っ
て
ま
で
も
、
長
時
間
労
働
で
公

共
サ
ー
ビ
ス
を
続
け
る
こ
と
が
、
い
い

仕
事
を
し
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

当
然
で
す
が
、
皆
さ
ん
に
は
豊
か
な
人

生
を
獲
得
す
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。
家

族
と
過
ご
す
時
間
や
趣
味
な
ど
息
を
抜

く
時
間
が
必
要
で
す
。

私
た
ち
労
働
組
合
は
、
一
言
で
言
い

ま
す
と
「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン

ス
の
確
立
」
を
追
い
求
め
る
組
織
で

す
。
ワ
ー
ク
は
①
賃
金
労
働
条
件
の
向

上
、
②
職
場
環
境
の
改
善
、
③
休
暇
の

保
障
な
ど
、
無
事
に
定
年
退
職
で
き
る

条
件
を
追
求
し
て
い
ま
す
。
ラ
イ
フ
は

①
家
庭
生
活
の
向
上
、
②
医
療
・
福
祉

・
子
育
て
・
介
護
・
年
金
の
充
実
、
③

セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
の
提
供
な

ど
、
こ
ち
ら
は
退
職
後
も
含
め
追
求
し

ま
す
。
ワ
ー
ク
も
ラ
イ
フ
も
大
事
で
、

バ
ラ
ン
ス
よ
く
組
織
的
に
対
応
す
る
の

が
�
労
働
組
合
�
で
す
。

「
熱
と
誠
が
あ
れ
ば
、
何
事
に
も
達

成
す
る
」。
こ
の
言
葉
は
、
日
本
の
細

菌
学
の
父
と
い
わ
れ
る
北
里
柴
三
郎
の

言
葉
で
す
。
ペ
ス
ト
菌
発
見
、
破
傷
風

の
治
療
法
の
開
発
な
ど
の
功
績
が
認
め

ら
れ
、
2
0
2
4
年
に
は
新
千
円
札
の

肖
像
に
な
る
事
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
文
頭
の
言
葉
で
す
が
、
医
学
界

を
一
時
期
干
さ
れ
た
と
き
、
窮
地
を
救

っ
て
く
れ
た
の
が
福
沢
諭
吉
で
あ
り
、

彼
の
支
援
で
伝
染
病
研

究
所
を
設
立
し
ま
し

た
。
そ
の
恩
義
に
報
い

る
た
め
、
慶
應
義
塾
大

学
医
学
部
を
創
設
し
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

の
後
、
テ
ル
モ
の
設
立
発
起
人
、
日
本

医
師
会
の
創
設
を
成
し
遂
げ
ま
し
た
。

そ
の
思
い
が
込
め
ら
れ
た
言
葉
で
す
。

皆
さ
ん
に
と
っ
て
は
本
当
に
厳
し
い

と
き
の
入
職
か
と
思
い
ま
す
。
し
か

し
、
熱
き
心
と
貫
く
誠
を
抱
い
て
立
ち

向
か
う
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

新新型型ココロロナナ対対策策
労労働働条条件件をを緊緊急急協協議議

新
し
い
仲
間
の
皆
さ
ん
へ

2020春闘交渉新型コロナウイルスの国内感染者は、3月25日現在で
2，000人を超え、日に日に増加傾向にある。政府は、大規
模な集会・イベントの開催自粛や小中高や特別支援学校の
休校を要請し、3月26日には東京都でも不要不急の外出を
控えるよう発表された。都本部は、自治体や公共サービス
に従事するすべての労働者の新型コロナウイルス感染症拡
大に伴う労働条件の取り扱いを示し、有給による特別休暇
（職務免除）を前提に、交渉を実施した。

雇
用
確
保
・
賃
金
保
障

不
利
益
を
生
じ
さ
せ
な
い
対
応
求
め
る

自治労東京都本部
「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う勤務・服務の取り扱い」

①本人が感染した場合
臨時・非常勤職員も含め、有給による特別休暇または職務
専念義務免除（給与減額なし）で対応すること。

②職員・親族に感染の恐れがある場合
臨時・非常勤職員も含め、有給による特別休暇または職務
専念義務免除（給与減額なし）で対応すること。

③学校等の臨時休校により子の世話が必要な場合
臨時・非常勤職員も含め、有給による特別休暇または職務
専念義務免除（給与減額なし）で対応すること。

④公共施設の休校・休業等
通常勤務を基本とし、勤務させない場合でも在宅勤務や職務
専念義務の免除等の措置を講じ、給与減額は免除とすること。

⑤公共サービスに従事する民間労働者の勤務条件
有給による病気休暇で対応し、有給による休暇制度がない
場合は、給与の減額を行わないよう対応する。また、感染拡
大を防ぐ目的で会社・事業所が休業等となり自宅待機とな
る場合は、給与の全額補償又は休業補償（10割）をすること。

座
光
寺

成
夫

総
務
省
は
、
3
月
1
日
に
、

「
自
治
体
職
員
の
特
別
休
暇
の

取
り
扱
い
に
つ
い
て
」
を
発

出
。
そ
の
中
で
は
、
①
本
人
が

感
染
し
た
場
合
、
②
職
員
お
よ

び
そ
の
親
族
に
発
熱
等
の
風
邪

の
症
状
が
見
ら
れ
勤
務
し
な
い

こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め

ら
れ
る
場
合
、
③
学
校
等
の
臨

時
休
校
な
ど
子
の
世
話
を
行
う

た
め
出
勤
が
困
難
な
場
合
な

ど
、
国
に
お
い
て
は
非
常
勤
職

員
を
含
め
、
人
事
院
規
則
10
―

4
の
就
業
禁
止
に
該
当
し
、
有

給
で
の
対
応
と
す
る
と
し
た
人

事
院
の
通
知
を
基
本
に
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に

伴
う
柔
軟
な
対
応
を
自
治
体
に

求
め
た
。

ま
た
、
東
京
都
に
お
い
て
も

事
故
欠
勤
（
有
給
）
で
の
対
応

を
可
能
と
し
た
こ
と
か
ら
、
都

本
部
は
国
や
東
京
都
の
動
向
を

踏
ま
え
、
臨
時
・
非
常
勤
職
員

も
含
め
、
有
給
に
よ
る
特
別
休

暇
ま
た
は
職
務
専
念
義
務
免
除

（
給
与
減
額
な
し
）
で
対
応
す

る
こ
と
を
各
自
治
体
や
民
間
労

組
で
は
使
用
者
に
対
し
て
求
め

て
き
た
。

そ
う
し
た
中
、
公
営
競
技
場

で
働
く
従
事
員
の
仲
間
の
雇
用

が
脅
か
さ
れ
て
い
る
。
競
輪
場

や
競
艇
場
で
働
い
て
い
る
従
事

員
は
、
現
在
、
無
観
客
で
開
催

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、

本
来
で
あ
れ
ば
、
雇
用
が
継
続

さ
れ
る
べ
き
も
の
が
、
4
月
の

会
計
年
度
任
用
職
員
の
移
行
時

の
採
用
を
当
面
行
わ
な
い
と
い

う
動
き
が
生
じ
て
い
る
。

都
本
部
は
、
今
回
の
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
伴

う
対
応
に
よ
り
、
組
合
員
に
不

安
を
与
え
な
い
よ
う
、
組
合
員

の
思
い
を
十
分
に
把
握
し
て
い

く
。
特
に
、
公
営
競
技
職
場
で

働
く
仲
間
を
は
じ
め
臨
時
・
非

常
勤
職
員
の
雇
用
を
確
保
し
、

組
合
員
に
不
利
益
を
生
じ
さ
せ

な
い
よ
う
取
り
組
み
を
進
め

る
。

新
型
コ
ロ
ナ
へ
の
対
応
を
議
論

単
組
代
表
委
員
会
で
当
面
の
方
針
決
め
る

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
拡
大
を
防
ぐ
観
点
か
ら
、
都

本
部
は
、
会
議
・
集
会
や
セ
ミ

ナ
ー
の
開
催
な
ど
、
ほ
ぼ
す
べ

て
の
取
り
組
み
を
3
月
末
ま
で

中
止
し
て
き
た
。
し
か
し
事
態

は
収
束
に
至
っ
て
お
ら
ず
、
4

月
以
降
の
対
応
に
つ
い
て
協
議

す
る
必
要
か
ら
、
3
月
23
日
、

単
組
代
表
委
員
会
を
開
催
し

た
。
な
お
、
開
催
に
あ
た
っ
て

は
、
マ
ス
ク
の
着
用
や
ア
ル
コ

ー
ル
消
毒
を
整
え
、
十
分
な
間

隔
を
確
保
し
て
着
席
し
、
換
気

機
能
に
留
意
す
る
な
ど
感
染
防

止
に
努
め
た
。

こ
の
日
の
会
議
で
は
、
当
面

の
対
応
に
つ
い
て
「
集
会
等
の

参
加
に
よ
る
感
染
を
防
ぎ
、
他

の
参
加
者
に
感
染
さ
せ
る
こ
と

を
防
ぐ
こ
と
」
を
基
本
と
し
、

会
議
や
集
会
等
の
開
催
に
つ
い

て
、
当
面
、
4
月
末
ま
で
中
止

す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

ま
た
、
各
職
場
で
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
の
対
応

に
奮
闘
さ
れ
て
い
る
組
合
員
、

特
に
、
学
校
一
斉
休
校
の
影
響

を
受
け
た
児
童
館
や
学
童
ク
ラ

ブ
の
ほ
か
、
保
育
園
や
高
齢
者

施
設
な
ど
か
ら
の
支
援
要
望
に

つ
い
て
、
自
治
労
本
部
や
連
合

東
京
と
も
連
携
し
、
可
能
な
限

り
対
応
し
て
い
く
こ
と
を
確
認

し
た
。

さ
ら
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
防
止
に
対
す
る
労
働

条
件
整
備
も
急
務
と
な
っ
て
い

る
。
特
に
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
に

従
事
す
る
民
間
労
働
者
に
お
け

る
企
業
倒
産
や
雇
用
調
整
、
ま

た
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
雇

い
止
め
な
ど
、
雇
用
問
題
の
悪

化
が
危
惧
さ
れ
る
。
そ
の
た

め
、
都
本
部
と
し
て
、
弁
護
士

・
社
労
士
な
ど
と
連
携
の
も

と
、
雇
用
、
賃
金
補
償
、
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
な
ど
の
労
働
相
談
に

応
じ
る
体
制
づ
く
り
の
着
手
を

確
認
し
た
。

突
然
発
生
し
た

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
が
世
界
中
で

猛
威
を
振
る
っ
て

い
る
。
日
本
で
も

多
く
の
感
染
者
が

発
生
し
、
学
校
の
一
斉
休
校

な
ど
大
き
な
影
響
が
出
て
い

る
。
都
本
部
も
定
期
大
会
を

延
期
す
る
な
ど
影
響
は
小
さ

く
な
い
▼
人
類
の
歴
史
で
感

染
症
の
大
流
行
は
繰
り
返
さ

れ
て
い
る
。
古
く
は
黒
死
病

（
ペ
ス
ト
）
の
大
流
行
、
約

1
0
0
年
前
に
流
行
し
た
ス

ペ
イ
ン
風
邪
で
も
世
界
で
数

億
人
が
犠
牲
に
な
っ
た
と
い

う
。
ス
ペ
イ
ン
風
邪
は
現
在

の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
同
じ

種
類
の
感
染
症
ら
し
い
。
人

類
は
現
在
で
も
克
服
で
き
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
か
▼
現

在
で
も
新
し
い
病
気
が
発
見

さ
れ
、
そ
の
都
度
克
服
し
て

き
た
が
、
ど
う
し
て
も
克
服

で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
生

活
習
慣
病
だ
。
生
活
は
便
利

に
な
り
、
食
は
豊
か
に
な
っ

た
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
現

在
の
日
本
に
蔓
延
し
て
い

る
。
便
利
で
豊
か
な
社
会
を

楽
し
く
生
き
る
た
め
に
、
私

自
身
へ
の
警
告
も
含
め
て
生

活
習
慣
の
見
直
し
は
現
在
の

日
本
人
に
と
っ
て
大
切
な
課

題
だ
。

（
柚
木
）

東奔西走

自
治
労
東
京
都
本
部

中
央
執
行
委
員
長

視覚障害その他の理由で活字のままで利用できない人のために、営利を目的とする場合を除き「録音図書」「点字図書」「拡大写本」等の制作をすることを認めます。その際には自治労東京都本部までご連絡ください。

第1310号（１）２０２０年４月１日 （毎月1日発行）自 治 労 東 京（昭和42年9月19日第三種郵便物認可）
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2
0
1
0
年
か
ら
2
0
1
5

年
ま
で
ウ
ル
グ
ア
イ
の
大
統
領

を
務
め
た
ホ
セ
・
ム
ヒ
カ
。大
統

領
就
任
中
も
公
邸
に
住
ま
ず
、

農
場
に
あ
る
質
素
な
自
宅
に
住

み
、
収
入
の
大
半
を
貧
し
い

人
々
の
た
め
に
寄
付
し
、
職
務

の
合
間
に
は
農
業
に
親
し
ん
だ
。

そ
の
清
貧
な
政
治

姿
勢
か
ら
「
世
界

で
い
ち
ば
ん
貧
し

い
大
統
領
」
と
呼

ば
れ
、
全
世
界
か

ら
注
目
を
受
け
る

よ
う
に
な
っ
た
の

は
2
0
1
2
年
リ

オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ

で
の
国
連
地
球
サ

ミ
ッ
ト
で
の
ス
ピ

ー
チ
。「
環
境
危
機

を
引
き
起
こ
し
て

い
る
真
の
原
因
は
消
費
至
上
主

義
で
あ
る
。
経
済
発
展
は
必
ず

し
も
人
類
の
幸
福
に
結
び
つ
か

ず
、
経
済
格
差
が
広
が
り
続
け

る
現
状
を
憂
い
、怒
り
、よ
り
よ

い
未
来
に
向
け
行
動
を
起
こ

せ
」と
呼
び
か
け
た
。こ
れ
に
世

界
中
の
人
が
共
感
し
、
2
0
1

3
、
1
4
年
と
2
度
ノ
ー
ベ
ル

平
和
賞
に
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
た
。

や
さ
し
い
瞳
の
ム
ヒ
カ
大
統

領
だ
が
、
極
貧
家
庭
に
育
ち
、

左
翼
ゲ
リ
ラ
と
し
て
権
力
と
戦

い
、
13
年
も
の
投
獄
生
活
を
経

て
大
統
領
に
就
任
。
日
本
で
も

本
が
出
版
さ
れ
2
0
1
6
年
に

は
来
日
を
果
た
し
た
。
そ
ん
な

ホ
セ
・
ム
ヒ
カ
の
魅
力
に
せ
ま

っ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
が
2

作
、
相
次
い
で
公
開
さ
れ
る
。

『
世
界
で
い
ち
ば
ん
貧
し
い

大
統
領

愛
と
闘
争
の
男
、
ホ

セ
・
ム
ヒ
カ
』
は
、
ユ
ー
ゴ
ス

ラ
ビ
ア
出
身
の
エ
ミ
ー
ル
・
ク

ス
ト
リ
ッ
ツ
ァ
監
督
。

『
ム
ヒ
カ

世
界
で
い
ち
ば

ん
貧
し
い
大
統
領
か
ら
日
本
人

へ
』
は
田
部
井
一
真
監
督
。

こ
ち
ら
は
Ｔ
Ｖ
番
組
か
ら
始

ま
り
、
ム
ヒ
カ
さ
ん
と
日
本
と

の
深
い
関
係
を
探
っ
て
い
る
。

来
日
取
材
に
も
密
着
し
、
念
願

の
広
島
を
訪
れ
た
ム
ヒ
カ
さ
ん

の
姿
も
映
し
出
さ
れ
る
。

�3月27日よりヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館ほか（右）
�4月10日よりシネスイッチ銀座ほか（左）

3
月
13
日
、
政
府
は
国
家
公

務
員
の
定
年
を
2
0
2
2
年
度

か
ら
2
年
ご
と
に
1
歳
ず
つ
引

き
上
げ
、
2
0
3
0
年
度
に
65

歳
と
す
る
法
案
を
閣
議
決
定
し

た
。政

府
が
掲
げ
る
全
世
代
型
社

会
保
障
改
革
の
一
環
で
ベ
テ
ラ

ン
の
活
躍
を
後
押
し
す
る
の
が

目
的
で
、
年
功
序
列
の
人
事
・

給
与
体
系
の
ま
ま
定
年
延
長
す

れ
ば
、「
公
務
員
優
遇
」
と
の

批
判
を
招
く
可
能
性
も
あ
る

が
、
公
務
員
の
定
年
を
引
き
上

げ
る
こ
と
で
民
間
へ
の
波
及
も

狙
う
、
と
の
報
道
も
さ
れ
て
い

る
。
併
せ
て
、
国
家
公
務
員
と

同
様
に
地
方
公
務
員
に
も
、
60

歳
に
な
る
と
原
則
と
し
て
管
理

職
か
ら
外
す
「
役
職
定
年
制

（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限

制
）」
の
導
入
と
、
60
歳
に
達

し
た
日
以
後
定
年
前
に
退
職
し

た
職
員
に
つ
い
て
、
本
人
の
希

望
に
よ
り
短
時
間
勤
務
の
職
に

採
用
（
任
期
は
65
歳
ま
で
）
す

る
こ
と
が
で
き
る
「
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
制
度
」
の
導

入
に
つ
い
て
も
閣
議
決
定
し
、

今
通
常
国
会
に
地
公
法
改
正
案

を
提
出
し
た
。
ま
た
、
法
律
改

正
に
伴
い
、
当
分
の
間
、
60
歳

を
超
え
る
職
員
の
給
料
月
額
は

60
歳
前
の
「
7
割
水
準
」
と
す

る
等
の
措
置
に
つ
い
て
も
自
治

体
に
要
請
す
る
と
し
た
。

こ
れ
ま
で
自
治
労
は
、
国
に

遅
れ
る
こ
と
な
く
定
年
を
引
き

上
げ
る
よ
う
必
要
な
対
応
を
求

め
て
き
た
が
、
国
家
公
務
員
の

定
年
が
延
長
さ
れ
れ
ば
自
治
体

職
員
の
定
年
も
自
動
的
に
延
長

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
各
自
治

体
に
お
い
て
、
制
度
内
容
に
関

す
る
労
使
交
渉
の
の
ち
、
条
例

改
正
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に

留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

課
題
は
多
岐
に
わ
た
り
、
①

国
に
遅
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う

制
度
を
確
立
す
る
、
②
経
過
措

置
の
間
、
1
年
お
き
に
定
年
退

職
者
が
発
生
し
な
く
な
る
た
め

計
画
的
な
職
員
採
用
の
実
施
、

③
60
歳
を
超
え
る
職
員
の
賃
金

水
準
は
「
同
一
労
働
同
一
賃

金
」「
職
務
給
の
原
則
」
か
ら

も
60
歳
前
の
水
準
を
維
持
、
④

現
在
の
「
再
任
用
職
員
」
の
賃

金
水
準
及
び
一
時
金
支
給
月
数

の
引
き
上
げ
と
新
設
さ
れ
る

「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
」
の
賃
金
水
準
等
の

確
保
、
⑤
定
年
延
長
後
の
退

職
手
当
水
準
の
維
持
、
⑥
自

治
体
に
お
け
る
「
役
職
定
年

制
（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限

制
）」
の
導
入
・
運
用
の
あ

り
方
、
な
ど
が
考
え
ら
れ

る
。法

律
が
改
正
さ
れ
た
場

合
、
2
0
2
0
年
度
中
の
条

例
改
正
も
必
要
と
さ
れ
る
た

め
、
今
秋
の
賃
金
確
定
闘
争

は
労
使
交
渉
の
ヤ
マ
場
と
な

る
。
都
本
部
は
引
き
続
き
国

の
動
向
に
注
視
し
つ
つ
、
定

年
延
長
へ
の
対
応
を
は
か
っ

て
い
く
。

シネマジャーナル
編集者
穂曇 萌「

65
歳
定
年
」閣
議
決
定

2
0
2
2
年
度
か
ら
段
階
的
に
引
き
上
げ

▲
公
務
員
連
絡
会
は
3
月
18
日
、
国

家
公
務
員
制
度
担
当
大
臣
、
人
事
院

総
裁
と
交
渉
。
法
案
成
立
に
む
け
最

大
限
努
力
す
る
よ
う
求
め
た

『
世
界
で
い
ち
ば
ん
貧
し
い
大
統
領

愛
と
闘
争
の
男
、ホ
セ
・
ム
ヒ
カ
』

『
ム
ヒ
カ

世
界
で
い
ち
ば
ん
貧
し
い

大
統
領
か
ら
日
本
人
へ
』

ⒸⒸCCAAPPIITTAALL IINNTTEELLEECCTTUUAALL SS..AA,,
RRAASSTTAA IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL,, MMOOEE

ⒸⒸeeiiggaa..ccoomm iinncc.. AAllll rriigghhttss
rreesseerrvveedd..

課
題
整
理
し
、労
使
交
渉
に
備
え
よ
う

監
督
：
田
部
井
一
真

あなたの職場は？パ
ー
ト
・
有
期
雇
用
労
働
法
が
施
行
さ
れ
る

中
小
企
業
は
2
0
2
1
年
4
月

2
0
1
8
年
6
月
、「
働
き
方

改
革
関
連
法
」
の
成
立
に
よ

り
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
が

「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用

労
働
法
」
に
改
正
さ
れ
、
2
0

2
0
年
4
月
よ
り
施
行
さ
れ
た

（
中
小
企
業
は
2
0
2
1
年
4

月
）。
こ
れ
に
よ
り
、
①
同
一

企
業
内
に
お
い
て
、
正
社
員
と

パ
ー
ト
・
有
期
雇
用
労
働
者
と

の
間
で
、
基
本
給
や
賞
与
な
ど

あ
ら
ゆ
る
待
遇
に
つ
い
て
「
不

合
理
な
待
遇
差
の
禁
止
」、
②

パ
ー
ト
・
有
期
雇
用
労
働
者
に

対
す
る
「
待
遇
に
関
す
る
説
明

義
務
の
強
化
」、③
「
行
政
に
よ

る
事
業
主
へ
の
助
言
・
指
導
」や

「
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
き
の

整
備
」
が
定
め
ら
れ
た
。

今
回
の
法
施
行
で
事
業
主

は
、
正
社
員
と
パ
ー
ト
・
有
期

雇
用
労
働
者
の
働
き
方
の
違
い

に
応
じ
て
、�
均
衡
・
均
等
な

待
遇
の
確
保
�
を
は
か
る
た
め

の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

「
パ
ー
ト
・
有
期
雇
用
労
働

法
」（
正
規
と
非
正
規
の
格
差

是
正
）
を
ど
う
職
場
で
活
か
す

か
は
、
職
場
か
ら
の
声
、
労
働

組
合
の
活
動
に
か
か
っ
て
い

る
。
そ
の
際
、「
正
社
員
と
非

正
規
雇
用
労
働
者
と
の
間
の
不

合
理
な
待
遇
差
を
解
消
す
る
に

あ
た
り
、
基
本
的
に
、
労
使
の

合
意
な
く
正
社
員
の
待
遇
を
引

き
下
げ
る
こ
と
は
望
ま
し
い
対

応
と
は
言
え
な
い
」（
厚
労

省
）
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
ま
ず
は
、
待
遇
差
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
（
右
図
）
の
確
認
か

ら
始
め
よ
う
。

「正規と非正規の待遇差」チェックリスト
非正規

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

正 規

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

□有 □無

昇給の有無

一時金

役職手当

特殊作業手当

交替勤務手当

皆勤手当

時間外労働手当

深夜・休日労働手当

通勤手当

食事手当

単身赴任手当

地域手当

食堂・休憩室・更衣室の利用

転勤者用社宅

慶弔休暇

健康診断に伴う勤務免除・有給保障

病気休暇

リフレッシュ休暇

教育訓練

住宅手当

基本給

手 当

福 利
厚 生
な ど

その他

監
督
：
エ
ミ
ー
ル
・
ク
ス
ト
リ
ッ
ツ
ァ

都本部の課題都本部の課題
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